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表紙*電子提供措置用*

第66期

定 時 株 主 総 会

招集ご通知
開催日時
2025年６月27日（金曜日）午前10時
受付開始　午前９時

開催場所
東京都千代田区隼町１番１号
ホテル グランドアーク半蔵門 ４階 富士（東）

議案
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である

取締役を除く。）３名選任の件

株式会社昭文社ホールディングス
証券コード：9475
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社是、経営理念、行動指針、株主の皆様へ

社是

昭文社グループ経営理念

行動指針

革新を追求

「安心な暮らしと楽しい旅をサポートする企業」

1. 世の中の変化を敏感にとらえ、スピード感を持って自ら変革に挑戦し続けます。
2. グループ全体の利益とシナジーを優先し、グループとして発展する事を第一義とします。
3. 常にニーズを探究し、お客様から共感される商品とサービスを提供します。
4. お取引先と協力会社を大切にし、共に成長することを喜びとします。
5. 安心のブランドと価値あるソリューションで、人々と暮らしと地域の活性化に貢献します。
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社是、経営理念、行動指針、株主の皆様へ

株主の皆様へ

使命と誇りをもって挑む
「革新を追求」

　株主の皆様には、平素より格別のご高配を
賜り厚く御礼申し上げます。当社第66期定
時株主総会招集ご通知をお届けいたします。

　当社グループは、グループ事業の再編や主
力の市販出版物事業における事業構造改革、
DXによる業務の合理化及び効率化、グルー
プ保有資産の有効活用などの施策を実施して
まいりました。この結果、市場環境の回復と
ともに、当連結会計年度を含め3期連続で当
期純利益を計上することができました。 代表取締役社長

　昭文社グループは、日々技術革新が起き、
消費者のニーズも移り変わる激動の時代だか
らこそ、常に「革新を追求」する企業理念の
もと、創意工夫とチャレンジによる持続的成
長の実現に向けて邁進してまいります。

　株主の皆様におかれましては、これからも
かわらぬご支援を賜りますよう、よろしくお
願い申し上げます。
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招集ご通知

株 主 各 位 (証券コード9475)
2025年６月５日

東京都千代田区麹町三丁目１番地

株式会社昭文社ホールディングス
代表取締役社長 黒田　茂夫

【当社ウェブサイト】
https://www.mapple.co.jp/

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「投資家のみなさまへ」「ＩＲニュース」を順に
選択してご確認いただけます。）

【株主総会資料 掲載ウェブサイト】
https://d.sokai.jp/9475/teiji/

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「昭文社ホールディングス」又
は「コード」に当社証券コード「9475」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択
して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

第66期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第66期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置を
とっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセス
のうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

　なお、当日のご出席に代えて、インターネット又は書面(郵送)等によって議決権を行使することができますので、お
手数ながら「株主総会参考書類」をご検討のうえ、５頁から６頁の「議決権行使についてのご案内」に従って、2025
年６月26日（木曜日）午後５時までに議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
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招集ご通知

■1 日　　時 2025年６月27日（金曜日）午前10時

■2 場　　所 東京都千代田区隼町１番１号
ホテル グランドアーク半蔵門 ４階 富士（東）
※本株主総会の運営に変更がある場合には、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.mapple.co.jp/）に

てご案内をいたしますので、ご出席予定の株主様は、あらかじめご確認くださいますようお願い申しあげます。

■3 目的事項 報告事項 1. 第66期（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）事業報告、連結計
算書類ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の
件

2. 第66期（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）計算書類報告の件
決議事項 第１号議案 剰余金処分の件

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

■4 招集にあたっての
決定事項（議決権
行使についてのご
案内）

（１）インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行
使を有効なものとしてお取扱いいたします。

（２）インターネットと書面(郵送)により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問
わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取扱いいたします。

　● 当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
　● 株主総会にご出席の株主様へのお土産の配布の提供はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。
　● 株主総会にご出席を予定されている株主様におかれましては、ご自身の健康状態にご留意いただき、体調がすぐれない場合等にはご無

理をなさらず、ご来場を見合わせていただくことをご検討ください。
　● 書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたしますが、当該書面は、法令及び当社

定款第15条の規定に基づき、「新株予約権等の状況」、「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」、「連結注記
表」及び「個別注記表」を除いております。したがいまして、当該書面は、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした事
業報告、連結計算書類及び計算書類の一部、ならびに会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類及び計算
書類の一部であります。

　● 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載
させていただきます。

記

以　上
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議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

インターネットで議決権を
行使される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

株主総会に
ご出席される場合

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示のうえ、切手を貼らずに
ご投函ください。

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

行使期限 行使期限 日　時

2025年６月26日（木曜日）
午後５時入力完了分まで

2025年６月26日（木曜日）
午後５時到着分まで

2025年６月27日（金曜日）
午前10時

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

第１号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
◦ 一部の候補者に反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード
見 本

※議決権行使書用紙はイメージです。
書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱
いいたします。
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インターネット等による議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する
ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

　
議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード
見 本

見 本

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。3

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 9:00～21:00）
議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。
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昭文社グループのトピックス

人気の読み物「トリセツ」シリーズに続刊登場、「スッと頭に入る」シリーズは累計76万部突破！
　66期も、大人気シリーズ「スッと頭に入る」「トリセツ」の新刊が続々と登場し、
それぞれ累計発行部数が76万部、65万部を突破しました。
　「スッと頭に入る」シリーズは、「アメリカ50州」の改訂新版や世界経済、インド、
中国版など、変動の激しい世界情勢を解説する商品を中心に展開しています。
　しばらく新刊が出ていなかった「トリセツ」シリーズも、3月に待望の最新刊とし
て、政令指定都市に焦点を当てた横浜市、大阪市、名古屋市、福岡市といった都市
版を出版し、おかげさまで好調に推移しています。
　昭文社は今後も、知的好奇心を刺激する出版物を企画、展開してまいります。

ことりっぷ「旅するマルシェ2024」開催
　2024年12月14日、15日の二日間、2年ぶりとなる当社人気旅メディア「ことりっぷ」
のイベントを表参道にて開催し、幸い天候にも恵まれ、盛況のうちに幕を閉じました。
　「ことりっぷ 旅するマルシェ」は、日本そして世界の旅にまつわるすてきなもの、
かわいいものが並ぶ、「ことりっぷ」ブランドのリアルイベントです。華やかな雰囲
気の中、旅のきっかけが見つかる場として好評をいただいており、2018年、2022年
に続き、今回で3回目の開催となりました。
　会場には、さまざまな出店者の商品や「ことりっぷ」とのコラボアイテムなどが所
狭しと並び、こぎん刺しフレームづくりやチーズづくりなどのワークショップも大変
な人気を集めました。
　「ことりっぷ」の世界観を共有するみなさまと直接触れ合える貴重な機会となりました。

晴海オフィス誕生でグループ各社のシナジーを創出！
　制作本部（江東区）からの事業所移転に伴い、本社機能の大半とグループ各社（昭文
社、マップル、昭文社クリエイティブ）の拠点を晴海オフィス（中央区）に集約、
2024年8月より稼働しました。トリトンスクエア オフィスタワーX棟の南側が執務室、
北側がホール（昭文社ホール）および打ち合わせスペースとなり、各社員は南北どちら
のスペースで働いてもOK。癒しを感じられる空間と旅に着想を得て7大陸をイメージし
た各会議室、さらにはBGMも流れすばらしい環境です。実際、部門や会社間の垣根な
く会話が弾み、グループ間のコミュニケーション、シナジーの高まりが感じられます。
　この拠点を活用し、昭文社グループは今後成長路線を描けるよう、グル―プ間のより
一層のシナジーを創出してまいります。

昭文社のトピックス
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トピックス
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LINEヤフーと地域創生の共同取組を推進
　マップルが提供する「デジタル観光パスポート」は、LINE公式アカウントを
活用した自治体の関係人口創出をサポートするツールとして高い評価をいただ
き、現在、7つの地域で来訪者の周遊や消費促進、ユーザーとの継続的な関係づ
くりをサポートしています。一方、LINEヤフー社は、商業施設や店舗などの地
域事業者への公式アカウントの提供を通じてファンづくりを支援しており、両
社の取り組みを掛け合わせることで自治体と事業者が一体となった新たな地域
活性化施策が実現できると考え、2025年2月に共同取組に関する覚書を締結し
ました。
　今後は、デジタル観光パスポートの共同展開を行うことによって、関係人口
づくりや地域産業の活性化をより広範囲で実現してまいります。

本社改装も完了、全フロア満床で不動産事業も着実に進捗
　晴海オフィスの開設と同時に、本社の改装に着手、本年3月
に完了しました。
　本社機能の一部（社長直轄部門）をコンパクトに配置、その
分賃貸フロアを3フロア増床、入居契約も決まり満床となりま
した。このように不動産事業も着実に進捗しております。
　晴海オフィスへの拠点集約により当社グループの拠点維持費
用を削減、さらに本社の改装による賃料収入も加わることで、
コロナ禍以前に比べ基礎的な収支の改善が実現しています。

『ルートナビゲータープラス』発売
　本製品は2023年7月に提供を開始した車載カーナビアプリ『ルートナビゲーター』
をもとに、サーバーおよび管理アプリを新たに統合し、ルート作成や情報共有をより
効率的かつ簡単に行えるパッケージとして提供するもので、2025年2月より販売を開
始いたしました。
　これにより、コースや訪問先、ドライバー情報の一元管理が可能となるほか、デス
クトップ上でのコース編集、車両端末とのコース情報の共有、さらに車両動態管理機
能も追加され、業務の効率化に貢献、人手不足の解消のお手伝いをいたします。
　マップルは常に社会課題の解決に貢献する企業を目指し、今後も活動してまいります。

マップルのトピックス
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トピックス
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売上高

89百万円

2024年3月期 2025年3月期
△49

31

セグメント損益（百万円）

2024年3月期 2025年3月期

8978

売上高（百万円）

1.4%
売上高構成比

売上高

1,623百万円

2024年3月期 2025年3月期

△124△151

セグメント損益（百万円）

2024年3月期 2025年3月期

1,6231,589

売上高（百万円）

26.0%
売上高構成比

売上高

111百万円

2024年3月期 2025年3月期

74
95

セグメント損益（百万円）

2024年3月期 2025年3月期

111
145

売上高（百万円）

1.8%
売上高構成比

売上高

4,432百万円

2024年3月期 2025年3月期

222

445

セグメント損益（百万円）

2024年3月期 2025年3月期

4,4324,597

売上高（百万円）

70.8%
売上高構成比

ソリューション
事業メディア事業

不動産事業販売代理事業

業績ハイライト
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業績ハイライト
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剰余金処分の件

第1号議案 剰余金処分の件

(1) 配当財産の種類 金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当に
関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金 ５円
総額 90,885,355円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2025年６月30日

株主総会参考書類

　当社は安定配当の維持を基本としながら、当事業年度の業績及び中長期的な収益動向を勘案し、以下のとおり当期の
期末配当をいたしたいと存じます。

－ 10 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任の件、（ご参考）取締役スキルマトリックス

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

候補者番号
ク ロ

黒
 

 
ダ

田
 

　
シ ゲ

茂
 

 
オ

夫1 1965年7月10日
　

所有する当社株式の数

1,870,700株　

略歴、当社における地位、担当
　
    1992年    3 月 当社入社
    1998年    7 月 当社ＧＩＳ営業本部長
    1999年    6 月 当社取締役
    2002年    6 月 当社常務取締役
    2005年    10月 当社代表取締役社長（現任）

重要な兼職の状況
　
株式会社昭文社　取締役
株式会社マップル・スプリング　代表取締役社長

取締役候補者とした理由

　当社営業部門における豊富な経験と実績に加
え、当社の代表取締役として経営を担い、高い
見識と能力を有しており、引き続き取締役候補
者といたしました。

　

　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ。）全員（３名）が本総会終結の時をもって任期
満了となります。つきましては、取締役３名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はございませんでした。
　取締役候補者は次のとおりであります。

－ 11 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任の件、（ご参考）取締役スキルマトリックス

候補者番号
カ

加
 

 
ト ウ

藤
 

　
ヒ ロ

弘
 

 
ユ キ

之2 1974年６月20日
　

所有する当社株式の数

10,600株　

略歴、当社における地位、担当
　
    2007年    4 月 当社入社
    2017年    12月 当社執行役員管理本部長

株式会社昭文社クリエイティブ監査役
（現任）
株式会社マップル・オン監査役（現
任）

    2019年    4 月 当社執行役員管理統括本部長
    2020年    1 月 当社取締役管理統括本部長
    2020年    4 月 当社取締役管理本部長（現任）

重要な兼職の状況
　
株式会社昭文社　取締役
株式会社マップル　監査役
株式会社昭文社クリエイティブ　監査役
株式会社マップル・オン　監査役

取締役候補者とした理由

　当社管理部門における豊富な経験と実績に加
え、当社の取締役、子会社監査役として経営に
携わり、高い見識と能力を有しており、引き続
き取締役候補者といたしました。

　

－ 12 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任の件、（ご参考）取締役スキルマトリックス

候補者番号
ウ エ

上
 

 
ハ ラ

原
 

　
ツ グ

嗣
 

 
ノ リ

則3 1968年９月８日
　

所有する当社株式の数

8,300株　

略歴、当社における地位、担当
　
    2014年    9 月 グルヤク株式会社設立　代表取締役社

長
    2016年    3 月 株式会社トラベラーズ入社
    2017年    2 月 当社入社
    2017年    4 月 当社執行役員デジタルメディア事業本

部長
    2017年    12月 当社社長室長
    2018年    6 月 当社取締役
    2019年    6 月 当社専務取締役
    2021年    6 月 当社取締役（現任）

重要な兼職の状況
　
株式会社BUYMA TRAVEL　代表取締役社長

取締役候補者とした理由

　前職での海外事業における豊富な経験と実績
に加え、当社の取締役として経営に携わり、高
い見識と能力を有しており、引き続き取締役候
補者といたしました。

　

－ 13 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任の件、（ご参考）取締役スキルマトリックス

(注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 取締役候補者にかかる補償契約の締結について

　当社は、当社の成長に向けた積極果断な経営判断を支えるため、各候補者と会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結し、同項第1
号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。本議案が原案どおり承認可決され、各候補
者が再任された場合は、当社は各氏との当該契約を継続する予定であります。

3. 取締役候補者にかかる役員等賠償責任保険契約について
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる損害賠償
金及び争訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしております。本議案が原案どおり承認可決され、各候補者が再任された場合
は、各候補者は、引き続き当該保険契約の被保険者に含められることとなり、また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

以上

ご 参 考 取締役スキルマトリックス
氏名 当社における

地位 属性
取 締 役 の 専 門 性

経営 国際経験 営業・
マーケティング

法務・
リスク管理 財務・会計 業界の知見

黒田茂夫 代表取締役
社長 社内 ● ●

加藤弘之 取締役 社内 ● ●

上原嗣則 取締役 社内 ● ● ●

飯塚新真 取締役
監査等委員 社内 ●

関 聡介 取締役
監査等委員

社外
独立 ●

桑野雄一郎 取締役
監査等委員

社外
独立 ●

－ 14 －
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当事業年度の事業の状況

1 企業集団の現況に関する事項

第66期　事業報告（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

(1) 当事業年度の事業の状況
① 事業の経過及び成果
業績全般の動向
　当連結会計年度（2024年4月1日～2025年3月31日）におけるわが国経済は、海外経済の回復ペースの鈍化や地
政学的リスクの高まりといった外部要因の影響を受けつつも、全体としては緩やかな回復基調を維持しております。
特に、企業の設備投資や個人消費などの内需が景気の下支え要因となり、底堅い動きが続いています。一方で、家計
部門においては、継続的な賃上げによる所得環境の改善が支援材料となっているものの、ウクライナおよび中東にお
ける紛争の長期化、さらに日米をはじめとする主要国間の金融政策の方向性の違いを背景とした急速な円安の進行に
より、エネルギーや食料品を中心とする物価上昇が続いており、個人消費の回復ペースを鈍らせる状況が続いており
ます。
　当社グループが主に関わる旅行・観光市場においては、新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い急速な回復が
見られた前年度と比較すると緩やかなペースではあるものの、全体としては回復基調を維持しております。国境をま
たぐ渡航では、歴史的な円安が追い風となってインバウンド市場が急拡大し、2024年の年間訪日外客数は約37百万
人に達し過去最高記録を更新いたしましたが、主要観光地におけるオーバーツーリズムや宿泊費をはじめとする物価
高騰が顕在化し、地域住民の生活環境への影響に加えて、日本人の国内旅行を委縮させかねない懸念が広がっており
ます。一方で、アウトバウンド市場の回復は依然として限定的であり、為替や物価の面からも引き続き慎重な動きが
見られます。
　当社グループは、長期化したコロナ禍に対処するため、グループ事業の再編や主力の市販出版物事業における事業
構造改革、DXによる業務の合理化及び効率化、グループ保有資産の有効活用などの施策を実施してまいりました。
この結果、市場環境の回復とともに、当連結会計年度を含め3期連続で当期純利益を計上することができました。な
お、コロナ禍がほぼ収束した昨年度以降は、特にDX推進や脱炭素社会への取り組みなどを、当社グループの経営理
念「安心な暮らしと楽しい旅をサポートする企業」と軌を一にしたサステナビリティ戦略の一環として位置付けてい
ます。これを基本方針として、今後も既存事業の効率化、新規事業開発、業務提携による商品・サービス開発などに
注力し、持続的成長を実現していく所存です。

－ 15 －



2025/05/26 13:48:01 / 24178947_株式会社昭文社ホールディングス_招集通知_電子提供措置用

当事業年度の事業の状況

　当連結会計年度の売上高は、コロナ禍明けで市場が急回復した前年には及ばなかったものの旅行関連の市販出版物
及び電子書籍・アプリを中心に売上が引き続き堅調に推移いたしました。売上高は62億56百万円となり前連結会計
年度に比べ1億53百万円（2.4％）減少いたしました（前連結会計年度は64億10百万円）。損益面では、売上減少に
伴う利益額の減少に加え、物価高騰の影響及び前年にはなかった事業所移転関連の費用が計上されたため、販売費及
び一般管理費が前年より増加した結果、営業利益は1億89百万円となり、前連結会計年度に比べ2億48百万円減少い
たしました（前連結会計年度は4億37百万円）。これに伴い経常利益は、前連結会計年度に比べ2億21百万円減少し
2億98百万円となりました（前連結会計年度は5億19百万円）。また、特別利益において投資有価証券売却益を計上
したものの、前期に計上した固定資産売却益に匹敵する規模の特別利益がなかったこと等から、親会社株主に帰属す
る当期純利益は前連結会計年度に比べ12億29百万円減少し、5億41百万円となりました（前連結会計年度は親会社
株主に帰属する当期純利益17億71百万円）。

－ 16 －
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当事業年度の事業の状況

区　分 売上高（千円） 構成比（％） 前期比（％）

メディア事業 4,432,144 70.8 △3.5

ソリューション事業 1,623,860 26.0 ＋2.1

販売代理事業 111,164 1.8 △23.4

不動産事業 89,784 1.4 +14.8

合　計 6,256,953 100.0 △2.4

　当連結会計年度の分類別売上高の概況は次のとおりであります。

　当連結会計年度より、不動産事業について量的な重要性が増加したため、新たに記載する方法に変更しております。

② 設備投資の状況
　当連結会計年度において実施した設備投資の総額は、3億81百万円であります。主な内容は、本社ビル改修工事及
び晴海オフィス移転工事により有形固定資産2億36百万円及び各種サービスに活用するソフトウエア等１億45百万
円であります。

③ 資金調達の状況
　該当事項はありません。

④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
　該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
　該当事項はありません。
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直前３事業年度の財産及び損益の状況

区　　分 第63期
2022年３月期

第64期
2023年３月期

第65期
2024年３月期

第66期
（当連結会計年度）

2025年３月期

売上高 (千円) 4,619,475 5,553,172 6,410,305 6,256,953
経常損益 (千円) △1,288,146 234,459 519,636 298,395
親会社株主に帰属する当期純損益 (千円) △1,578,140 30,139 1,771,272 541,404
1株当たり当期純損益 (円) △86.82 1.66 97.44 29.78
総資産 (千円) 15,250,640 15,579,627 18,879,036 18,417,270
純資産 (千円) 10,461,793 10,513,755 12,690,058 13,021,008

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

(注) １. 第63期において売上高が減少した要因は、前連結会計年度に不動産事業として売上収益に計上した固定資産の譲渡に相当する規模の売上がな
かったことなどによるものです。経常損失が改善した要因は、コストコントロールを徹底したことで売上原価、販売費及び一般管理費が減少
したことなどによるものです。親会社株主に帰属する当期純損失が大幅に改善した要因は、減損損失の計上額が大幅に減少したことによるも
のです。

2. 第64期において売上高が増加した要因は、市販出版物の売上増加などによるものです。経常損益が経常利益に転じた要因は、売上が大幅に増
加したことに加えて売上原価、販売費および一般管理費が減少したことによるものです。親会社株主に帰属する当期純利益が経常利益を大幅
に下回った要因は、投資有価証券評価損などを計上したことによるものです。

3. 第65期において売上高が増加した要因は、市販出版物の売上増加などによるものです。経常利益が増加した要因は、売上が増加したことに加
えて売上原価、販売費および一般管理費が売上の増加と比べて抑制されたことによるものです。親会社株主に帰属する当期純利益が経常利益
を大幅に上回った要因は、固定資産売却益を計上したことによるものです。

4. 第66期において売上高が減少した要因は、市販出版物の売上減少などによるものです。経常利益が減少した要因は、本社ビルを改修した事に
より売上原価増加によるものです。親会社株主に帰属する当期純利益が経常利益を上回った要因は、投資有価証券売却益を計上したことによ
るものです。

.
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重要な親会社及び子会社の状況

会社名 資本金 当社の議決権比率 主要な事業内容
株式会社昭文社 100百万円 100.0％ 地図・旅行情報等の出版

株式会社マップル 100百万円 100.0％ デジタルデータベースを活用したサービス
の提供

株式会社マップル・オン 80百万円 100.0％
モバイル（スマートフォン）向けアプリケ
ーションソフトの企画開発・販売及び
Web広告事業

株式会社昭文社クリエイティブ 100百万円 100.0％ 当社電子事業であるデータベースの企画・
制作

(3) 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況
　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
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対処すべき課題

(4) 対処すべき課題
　近年、情報提供方法のメインストリームは紙媒体から電子媒体へと移行し、多種多様な情報を多くの利用者に大量
かつリアルタイムで提供することが可能となってきたために、これまでの事業形態をそのまま維持継続するのはます
ます困難な事業環境となっております。そこで旧来の体制における課題を打開すべく、事業ごとの最新状況の透明化
と意思決定のさらなる迅速化を図りつつ、グループ全体の戦略マネジメント機能を事業経営から分離することを主眼
として、当社グループは2020年4月1日より、持株会社が事業会社を子会社とするいわゆるホールディングス体制に
移行いたしております。また、これに合わせて当社グループの経営の中核となる経営理念を『安心な暮らしと楽しい
旅をサポートする企業』に刷新し、この新たな経営理念に基づき、下記を経営方針として取り決めております。
　『当社グループは、地図や実用情報・サービスの提供により、人々の安心な暮らしを支える環境づくりに貢献する
とともに、旅やお出かけの特選情報・サービスの提供により、人々の幸せの記憶づくりのお手伝いを行ってまいりま
す。これを実現すべく、協力会社・提携企業との共生を図りながら、情報収集・提供のノウハウ・技術を獲得、蓄積
してまいります。』
　当社グループを取り巻く経営環境及び対処すべき課題等については、以下の通りに認識しております。
　まずWEBやスマホアプリの普及により、絶えず情報無料化の波にさらされるようになったことがあげられます。
無料情報を通じて大量のユーザーを囲い込み、広告やクーポン配布を通じて物品・サービスの購入に導くタイプの
WEBやアプリ媒体が普及したことに加えて、ブログ・SNS・動画配信アプリといったユーザー発信・共有型メディ
アが一般化し、ユーザー相互間の情報交流が活発になるとともにリポスト等のソーシャル機能を通じて瞬く間に情報
が拡散し、ユーザーの消費行動に影響を与えるなど既存媒体のメディアパワーを超え得るレベルまでその存在感を高
めております。こうした時代にあって単なる情報はすでに価値が乏しく、情報に合わせてどのような付加価値を提供
していくかが重要な課題であると認識し対応してまいりました。例えば、独自の情報源や取捨選択ノウハウにより収
集した特選情報を斬新な切り口で提供すること、ユーザー個々の価値観や趣味嗜好に寄り添うブランドを育成し公式
SNSの運営等を通じて親しみを感じ信頼していただける情報として提供すること、情報のみならず独自のサービスや
ソリューション等の付加価値を添えて提供すること、等々であります。また同時に、電子媒体の普及はこれまでの版
元、取次、書店といった出版物の流通のあり方にも変革をもたらし、出版物の流通の一部をネット書店が担うように
なり、また、紙媒体が不要な電子書籍市場も着実に拡大してまいりました。このため従来のやり方を見直し、出版物
の流通在庫を最適化する一方、営業や間接業務における合理化・省力化に積極的に取り組むことでコスト構造改革を
進め、併せて事業拠点の統廃合・再配置等も実施してまいりました。
　さらに、最新のAI応用技術においては、従来とは桁違いのビッグデータを用いてユーザー個々のよりきめ細かなニ
ーズに対応した情報やサービスの提供が可能になるばかりでなく、企業の生産・営業活動の様々な領域において現在
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対処すべき課題

ひとが従事している多くの業務を置き換えていくことさえ期待されております。こうした環境変化に対し、当社グル
ープとしても、従来の市販出版物事業やソリューション事業と並行して、これまで以上にWEBやスマホアプリ、電
子書籍等、電子媒体による情報提供に注力し、最新の技術やノウハウを蓄積することで、より使いやすく利便性の高
い情報提供やソリューションのあり方に取り組んでいくことが重要な課題であると認識しております。加えて、グル
ープ各社の事業を支える業務全般についてDX（デジタルトランスフォーメーション）を採り入れることでさらなる
合理化・効率化への変革も進めております。
　こうした課題認識の中、2020年初頭から新型コロナウイルス感染症が世界中で流行しパンデミックとなりまし
た。政府や自治体による緊急事態宣言やそれに準じる措置が繰り返し発出されたことで、飲食・宿泊サービス業、旅
客輸送業、旅行関連業界が長期にわたる停滞を余儀なくされたため、当社グループでは市販出版物事業においてさら
なる営業及び物流拠点の統廃合、戦略に見合った人員体制の見直しなどの大胆な事業構造改革や、観光事業及びその
バックヤード業務が主体のコールセンター事業において第三者割当増資や持ち株譲渡等の施策を通じて当社グループ
の事業から除外するなどのグループ事業の再編を、矢継ぎ早に実施することになりました。
　当社グループを取り巻く最新の事業環境は、依然として不確実性が高い状況にあります。ウクライナおよび中東に
おける紛争の長期化に加え、各国の金融政策が異なる方向性を示す中、歴史的な円安が継続しております。その結
果、エネルギーや食料品を中心とした物価上昇が続いており、賃上げの動きは見られるものの、実質賃金の上昇は鈍
く、個人消費の回復も依然として力強さを欠いております。
　また、2025年に発足した米国の新政権による、いわゆる「トランプ関税」（同盟国や新興国を含む広範な国々に
対して高関税を課す通商政策）の今後の展開については、これまでにない規模で国際貿易の縮小やサプライチェーン
への影響をもたらすことが懸念されており、世界経済全体の先行きに対する不透明感を高める要因となっています。
当社グループは国内市場を主たる事業基盤としているため、「トランプ関税」が当社グループの業績に与える直接的
な影響は現時点では限定的であると認識しております。しかしながら、輸出を主力とする大手企業の業績悪化や、想
定を超える為替の急激な変動等を通じて、国内経済全体にどのような影響が波及するかについては依然として不透明
であり、今後の情勢は引き続き注視が必要であります。
　こうした状況が当社グループの事業環境へどのような影響をもたらすかについて慎重に見極め、適切に対応してい
くことが新たな課題になっているものと認識しております。
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主要な事業内容、主要な営業所

(5) 主要な事業内容（2025年３月31日現在）

　当社グループは、独自開発による地図データ・ガイドデータを中核とし、それを活用した地図・雑誌・ガイドブッ
クの企画・制作及び出版販売や、デジタルデータベースの企画・制作・販売およびそれらを活用したサービスの提供
等「地図・旅行情報提供事業」を展開しております。

当社グループの主要な事業内容は以下のとおりであります。
［メディア事業］
市販出版物及び電子書籍・アプリの販売、雑誌広告・WEB広告の販売、出版物に由来するブランドや商標権の
権利許諾等

［ソリューション事業］
当社グループのコアコンピタンスである地図・ガイドデータベースの販売、同データベースを活用したシステム
製品やソリューションの販売等

［販売代理事業］
顧客となる官公庁等がデータ制作等の業務委託を行う際に、当社が当該業務委託の契約窓口となり、当該取引の
手数料収入を得る事業を行っております。

［不動産事業］
当社グループが保有する土地・建物等の有形固定資産の譲渡、賃貸

株式会社昭文社ホールディングス

本 社：東京都千代田区麹町三丁目１番地
晴海オフィス：東京都中央区
商品センター：大阪府摂津市
製本センター：埼玉県加須市

株式会社昭文社
本 社：東京都千代田区麹町三丁目１番地
晴海オフィス：東京都中央区
支 社：大阪府吹田市

株式会社マップル 本 社：東京都千代田区麹町三丁目１番地
晴海オフィス：東京都中央区

株式会社マップル・オン 本 社：東京都千代田区二番町1-2-731

株式会社昭文社クリエイティブ 本 社：千葉県市原市五井中央西2-8-33-402
晴海オフィス：東京都中央区

(6) 主要な営業所（2025年３月31日現在）

① 当社の主要な事業所

② 子会社
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使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

事業区分 使用人数（名） 前連結会計年度末比増減（名）
メディア事業 98［7］ -1

ソリューション事業 102［28］ －

販売代理事業 1［－］ －

不動産事業 －［－］ －

全社（共通） 27［37］ ＋1

合　　計 228［72］ －

使用人数（名） 前事業年度末比増減（名） 平均年齢 平均勤続年数
27［37］ － 48.3歳 20.0年

(7) 使用人の状況（2025年３月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

(注) 使用人数は就業員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む）であり、嘱託社員・契約
社員及び臨時従業員（１人１日７時間換算、年間平均人員）については［　］内に外数で記載しております。

② 当社の使用人の状況

(注) 1. 使用人数は就業員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む）であり、嘱託社員・契約社員及び臨時従業員（１人
１日７時間換算、年間平均人員）については［　］内に外数で記載しております。

2. 平均年齢・平均勤続年数は当社から社外への出向者を含んでおりません。

借入先 借入額
（千円）

株式会社三井住友銀行 470,000
株式会社三菱U F J 銀行 170,000

(8) 主要な借入先の状況（2025年３月31日現在）

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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株式の状況

2 会社の現況

① 発行可能株式総数 57,000,000株
② 発行済株式の総数 18,178,173株
③ 株主数 29,237名

株主名 持株数 持株比率
(千株) (%)

株式会社エムティーアイ 5,389 29.65
株式会社ＭＳＥ 3,428 18.86
黒田茂夫 1,870 10.29
光通信株式会社 636 3.50
株式会社三井住友銀行 250 1.37
昭文社ホールディングス社員持株会 202 1.11
株式会社ファウンダー・マップル 180 0.99
MSIP CLIENT SECURITIES 128 0.70
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 125 0.69
株式会社三菱UFJ銀行 123 0.67

(1) 株式の状況（2025年３月31日現在）

④ 大株主（上位10名）

(注) 持株比率は自己株式（1,102株）を控除して計算しております。
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会社役員の状況

地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 黒田　茂夫 株式会社昭文社取締役
株式会社マップル・スプリング代表取締役社長

取締役 加藤　弘之

管理本部長
株式会社昭文社取締役
株式会社マップル監査役
株式会社昭文社クリエイティブ監査役
株式会社マップル・オン監査役

取締役 上原　嗣則 株式会社BUYMA TRAVEL代表取締役社長

取締役（監査等委員） 飯塚　新真 株式会社昭文社監査役

取締役（監査等委員） 関　　聡介 弁護士

取締役（監査等委員） 桑野雄一郎 弁護士

(3) 会社役員の状況
① 取締役の状況（2025年３月31日現在）

(注) 1. 取締役（監査等委員）関聡介氏及び桑野雄一郎氏は社外取締役であります。
2. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、飯塚新真氏を常勤

の監査等委員として選定しております。
3. 取締役（監査等委員）関聡介氏及び桑野雄一郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

② 責任限定契約の内容の概要
　当社と取締役（業務執行取締役等である取締役を除く。）は、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第
423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令
が定める額としております。

③ 補償契約の内容の概要
　当社は、代表取締役社長黒田茂夫氏、取締役加藤弘之氏、取締役上原嗣則氏、取締役（監査等委員）飯塚新真氏、
取締役（監査等委員）関聡介氏、取締役（監査等委員）桑野雄一郎氏との間で会社法第430条の２第１項に規定する
補償契約を締結しており、同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償するこ
ととしております。

④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当
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会社役員の状況

該保険契約の被保険者の範囲は当社及び子会社の役員（但し、会計監査人は含まない）であり、保険料は特約部分も
含め会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
　当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る
請求を受けることによって生ずることのある損害について補填することとされています。但し、法令違反の行為であ
ることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。

⑤ 当事業年度に係る取締役の報酬等
イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、2021年４月23日開催の取締役会において、2022年３月期からの取締役の個人別の報酬等の内容に係
る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について報酬諮問委員
会へ諮問し、答申を受けております。
　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。

＜役員報酬の決定に関する方針＞
１. 基本方針

　当社の取締役の報酬は、基本報酬（月額報酬）及び業績連動報酬（役員賞与）で構成されており、中長期
的な企業価値向上を踏まえた制度設計としております。

２. 基本報酬の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）
　当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、世間水準および経営内容、従業員給与とのバランス等
を考慮し、また、委員の過半数が社外取締役で構成される報酬諮問委員会の意見も踏まえたうえ、
⑴監査等委員以外の各取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において取締役会で決定する

ものとします。
⑵監査等委員である各取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において監査等委員の協議で

決定するものとします。
３. 業績連動報酬の内容および額の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件に関する方針

を含む。）
　当社の取締役の業績連動報酬は、取締役（監査等委員以外）を対象とした年額の役員賞与とし、当社と同
程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、また、報酬諮
問委員会の意見も踏まえたうえ、
⑴まず、当該事業年度における全取締役（監査等委員以外）共通の支給基本割合（基本報酬の額に対する比

率。基本報酬の額の25％を目安とする。）を、取締役会で決定するものとします。
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⑵その上で、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、年間計画に基づき設定した各事業年度の
目標売上高および経常利益に対する達成度等に応じ、各取締役（監査等委員以外）につき、前号で決定し
た支給基本割合に対して0％～200％の範囲で算出した各支給割合を取締役会で決定し、前記2(1)で決定
された各基本報酬額に各支給割合を乗じて算出される金額を、各取締役（監査等委員以外）に対して現金
報酬として、毎年一定の時期に支給するものとします。

４. 代表取締役社長への委任
　上記2(1)及び3(2)の決定にあたっては、取締役会は、その決議に基づき代表取締役社長にその具体的内容
の決定を委任することがありますが、この場合においても、委任を受けた代表取締役社長は、報酬諮問委員
会の意見を踏まえて当該具体的内容の決定を行うものとします。この権限を委任する理由は、当社全体の業
績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているためであります。

　当事業年度の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬（総額及び個人別の報酬）の決定につきまして
は、2024年6月27日に取締役会にて以下のとおり決議いたしました。

・業績連動分については支給割合を一律０とする
・役員報酬の基本分については報酬諮問委員会の意見も踏まえたうえで（総会決議の範囲内で）代表取締役社長

である黒田茂夫に一任とする
　なお、報酬諮問委員会の答申については次のとおりです。

【期間】
2024年7月1日から2025年6月末まで
【役員報酬のこの期間における内訳】
役員報酬金額は、基本分を８：業績分を２とする。
【役員報酬のこの期間における全体方針】
業績分２については一律０とし、基本部分８についても取締役ごとに業績を勘案して取り決めることとする。

　取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会の答申を受けたうえで報酬等の内容を決定してい
ることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しています。

－ 27 －
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会社役員の状況

区分 報酬等の総額（千円）
報酬等の種類別の総額 対象となる

役員の員数（名）基本報酬（千円） 業績連動報酬（千円）
取締役（監査等委員を除く。）
（うち社外取締役）

65,010
（ー）

65,010
（ー）

ー
（ー）

3
（ー）

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

22,560
（12,000）

22,560
（12,000）

ー
（ー）

3
（2）

合計（うち社外取締役） 87,570
（12,000）

87,570
（12,000）

ー
（ー）

6
（2）

出席状況、発言状況及び社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要

取締役（監査等委員）
関　　聡　介

当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回（92.3%）、監査等委員会24回のうち24回
（100.0%）に出席いたしました。主に弁護士としての専門的見地からコンプライアンス面を重
視した助言をいただくことを期待し、当該観点から意思決定の妥当性・適法性を確保するための
助言・提言を行っております。

取締役（監査等委員）
桑野　雄一郎

当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回（92.3%）、監査等委員会24回のうち23回
（95.8%）に出席いたしました。主に弁護士としての専門的見地からコンプライアンス面を重視
した助言をいただくことを期待し、当該観点から意思決定の妥当性・適法性を確保するための助
言・提言を行っております。

ロ．当事業年度に係る報酬等の総額

(注) 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、2016年６月29日開催の定時株主総会において年額300百万円以内（うち社外

取締役分30百万円以内）と決議いただいております。なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額には、使用人兼務取締役の
使用人分給与は含まないものといたします。なお、当該決議時の対象は取締役６名（うち社外取締役１名）であります。

3. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2016年６月29日開催の定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。なお、
当該決議時の対象は取締役（監査等委員）３名（うち社外取締役２名）であります。

⑥ 社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

　取締役関聡介氏は、エレマテック株式会社の社外取締役でありましたが、2024年6月に退任しております。
　当社と同社との間には特別な関係はありません。
　取締役桑野雄一郎氏は、豊田通商株式会社の社外監査役でありましたが、2024年6月に退任しております。
　当社と同社との間には特別な関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況

・上記の取締役会の開催回数のほか､会社法第370条及び当社定款第27条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が3回ありま
した。
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会計監査人の状況

監査法人A&Aパートナーズ
１．当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 31,470千円

２．当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 31,470千円

(4) 会計監査人の状況
① 名称　　　監査法人Ａ＆Ａパートナーズ

② 報酬等の額

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質
的にも区分できないため、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額はこれらの合計額を記載しております。

2. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要
な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

③ 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任または不再任の決定方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、必要があると判断した場合は、株主総会に提出す
る会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監
査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解
任後最初に招集される株主総会におきまして、解任の旨及びその理由を報告いたします。

⑤ 責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。
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2025/05/26 13:48:01 / 24178947_株式会社昭文社ホールディングス_招集通知_電子提供措置用

連結貸借対照表

連結貸借対照表（2025年３月31日現在） (単位：千円)

科目 金額 科目 金額

資産の部

流動資産

現金及び預金

受取手形及び売掛金

商品及び製品

仕掛品

原材料及び貯蔵品

その他

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

土地

無形固定資産

その他

投資その他の資産

投資有価証券

退職給付に係る資産

その他

貸倒引当金　

10,227,143

6,460,788

1,956,100

1,142,914

158,431

258

508,650

8,190,126

3,545,667

857,764

33,066

96,164

2,558,671

133,761

133,761

4,510,697

2,885,006

1,419,597

254,126

△48,032　

負債の部
流動負債 4,206,681
支払手形及び買掛金 577,249
短期借入金 640,000
未払費用 305,123
未払法人税等 18,989
未払消費税等 31,329
返金負債 2,266,030
賞与引当金 280,635
その他 87,323

固定負債 1,189,579
繰延税金負債 778,524
退職給付に係る負債 104,419
その他 306,635

負債合計 5,396,261
純資産の部
株主資本 11,914,492
資本金 5,000,000
資本剰余金 6,192,139
利益剰余金 722,936
自己株式 △583

その他の包括利益累計額 1,106,516
その他有価証券評価差額金 1,170,603
退職給付に係る調整累計額 △64,087

純資産合計 13,021,008
資産合計 18,417,270 負債純資産合計 18,417,270

連結計算書類
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連結損益計算書

連結損益計算書（2024年４月１日から2025年３月31日まで） (単位：千円)

科目 金額

売上高 6,256,953
売上原価 3,842,635
売上総利益 2,414,318

販売費及び一般管理費 2,224,966
営業利益 189,351

営業外収益
受取利息 24,816
受取配当金 65,477
受取賃貸料 2,640
持分法による投資利益 5,980
古紙売却収入 4,024
投資事業組合運用益 13,464
その他 9,108 125,512

営業外費用
支払利息 10,880
為替差損 5,431
その他 156 16,468
経常利益 298,395

特別利益
固定資産売却益 69
投資有価証券売却益 406,479 406,548

特別損失
固定資産除却損 973
減損損失 53,154
投資有価証券売却損 16 54,143

税金等調整前当期純利益 650,799
法人税、住民税及び事業税 86,251
法人税等調整額 23,143 109,395
当期純利益 541,404
親会社株主に帰属する当期純利益 541,404
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連結株主資本等変動計算書

連結株主資本等変動計算書（2024年４月１日から2025年３月31日まで） (単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
2024年４月１日期首残高 10,141,136 4,168,372 △2,844,951 △542 11,464,014
連結会計年度中の変動額
減資 △5,141,136 5,141,136 －
欠損填補 △3,026,483 3,026,483 －
剰余金の配当 △90,885 △90,885
親会社株主に帰属する当期純利益 541,404 541,404
自己株式の取得 △40 △40
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） －

連結会計年度中の変動額合計 △5,141,136 2,023,767 3,567,887 △40 450,477
2025年３月31日期末残高 5,000,000 6,192,139 722,936 △583 11,914,492

その他の包括利益累計額
純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括利益
累 計 額 合 計

2024年４月１日期首残高 1,248,319 △22,275 1,226,043 12,690,058
連結会計年度中の変動額
減資 －
欠損填補 －
剰余金の配当 △90,885
親会社株主に帰属する当期純利益 541,404
自己株式の取得 △40
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） △77,715 △41,811 △119,527 △119,527

連結会計年度中の変動額合計 △77,715 △41,811 △119,527 330,950
2025年３月31日期末残高 1,170,603 △64,087 1,106,516 13,021,008
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貸借対照表

貸借対照表（2025年３月31日現在） (単位：千円)

科目 金額 科目 金額

資産の部

流動資産

現金及び預金

売掛金

前払費用

その他

固定資産

有形固定資産

建物

構築物

機械及び装置

車両運搬具

工具、器具及び備品

土地

無形固定資産

ソフトウエア

投資その他の資産

投資有価証券

関係会社株式

長期貸付金

前払年金費用

その他

貸倒引当金　

5,877,054

5,357,598

26,644

20,585

472,225

9,013,120

3,511,362

847,177

3,551

1,604

10,250

90,106

2,558,671

20,835

20,835

5,480,922

2,857,147

1,142,454

1,604,270

455,910

190,458

△769,317　

負債の部
流動負債 1,249,641
買掛金 234,188
短期借入金 640,000
未払金 7,500
未払費用 243,675
未払法人税等 12,726
賞与引当金 35,780
その他 75,771

固定負債 781,389
繰延税金負債 474,753
長期未払金 174,300
長期預り保証金 132,335

負債合計 2,031,031
純資産の部
株主資本 11,688,595
資本金 5,000,000
資本剰余金 6,192,139
資本準備金 1,500,000
その他資本剰余金 4,692,139

利益剰余金 497,039
その他利益剰余金 497,039
　繰越利益剰余金 497,039

自己株式 △583
評価・換算差額等 1,170,548
その他有価証券評価差額金 1,170,548

純資産合計 12,859,143
資産合計 14,890,175 負債純資産合計 14,890,175

計算書類
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損益計算書

損益計算書（2024年４月１日から2025年３月31日まで） (単位：千円)

科目 金額

売上高 1,361,922
売上原価 516,026
売上総利益 845,896

販売費及び一般管理費 753,615
営業利益 92,281

営業外収益
受取利息及び配当金 112,956
受取賃貸料 2,640
投資事業組合運用益 13,464
デリバティブ評価益 5,468
その他 1,746 136,276

営業外費用
支払利息 10,880
為替差損 5,417 16,297
経常利益 212,260

特別利益
固定資産売却益 69
投資有価証券売却益 406,479
貸倒引当金戻入額 145,342 551,890

特別損失
固定資産除却損 973
投資有価証券売却損 16
関係会社株式評価損 55,694
貸倒引当金繰入額 95,099 151,782

税引前当期純利益 612,368
法人税、住民税及び事業税 110,399
法人税等調整額 4,929 115,329
当期純利益 497,039
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株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書（2024年４月１日から2025年３月31日まで） (単位：千円)

株主資本

資本金
資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本準備金 その他資本

剰余金
資本剰余金
合計

その他利益剰余金 利益剰余金
合計繰越利益剰余金

2024年４月１日期首残高 10,141,136 4,076,769 91,603 4,168,372 △3,026,483 △3,026,483 △542 11,282,482
事業年度中の変動額
減資 △5,141,136 5,141,136 5,141,136 －
資本準備金の取崩 △2,576,769 2,576,769 － －
欠損填補 △3,026,483 △3,026,483 3,026,483 3,026,483 －
剰余金の配当 △90,885 △90,885 △90,885
当期純利益 497,039 497,039 497,039
自己株式の取得 △40 △40
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）
事業年度中の変動額合計 △5,141,136 △2,576,769 4,600,536 2,023,767 3,523,522 3,523,522 △40 406,112
2025年３月31日期末残高 5,000,000 1,500,000 4,692,139 6,192,139 497,039 497,039 △583 11,688,595

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

2024年４月１日期首残高 1,248,277 1,248,277 12,530,760
事業年度中の変動額
減資 －
資本準備金の取崩 －
欠損填補 －
剰余金の配当 △90,885
当期純利益 497,039
自己株式の取得 △40
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） △77,729 △77,729 △77,729

事業年度中の変動額合計 △77,729 △77,729 328,382
2025年３月31日期末残高 1,170,548 1,170,548 12,859,143
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連結会計監査報告

監査法人A&Aパートナーズ
東京都中央区
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 吉 村 仁 士
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 三 浦 英 樹

独立監査人の監査報告書
2025年５月15日

株式会社昭文社ホールディングス
取締役会　御中

　

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社昭文社ホールディングスの2024年４月１日から2025年３月31日ま
での連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監
査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社昭文社ホー
ルディングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に
表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責
任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、
監査等委員会の責任の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して
意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書
類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他
の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求めら
れている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査人の会計監査報告

－ 36 －



2025/05/26 13:48:01 / 24178947_株式会社昭文社ホールディングス_招集通知_電子提供措置用

連結会計監査報告

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することに
ある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、
我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうか
について合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正
又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行
い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施す
る。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事
項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の
前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる
可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかととも
に、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示し
ているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査
上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に
影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで
軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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会計監査報告

監査法人A&Aパートナーズ
東京都中央区
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 吉 村 仁 士
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 三 浦 英 樹

独立監査人の監査報告書
2025年５月15日

株式会社昭文社ホールディングス
取締役会　御中

　

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社昭文社ホールディングスの2024年４月１日から2025年３月
31日までの第66期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明
細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る
期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責
任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、
監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意
見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又
は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記
載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求めら
れている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査人の会計監査報告
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会計監査報告

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにあ
る。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を
整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が
国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示
する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに
ついて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は
誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行
い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施す
る。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事
項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前
提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する
重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する
計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性が
ある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、
関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているか
どうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査
上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に
影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで
軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2024年４月１日から2025年３月31日までの第66期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしま
した。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整
備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要
に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の

上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要
な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社
の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務
の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを
確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業
会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算
書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
(1)　事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記

載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
(2)　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人監査法人Ａ＆Ａパートナーズの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3)　連結計算書類の監査結果
　会計監査人監査法人Ａ＆Ａパートナーズの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

株式会社昭文社ホールディングス　監査等委員会

常勤監査等委員 飯　塚　新　真 ㊞
監査等委員 関　　　聡　介 ㊞
監査等委員 桑　野　雄一郎 ㊞

2025年５月15日

（注）監査等委員関聡介及び桑野雄一郎は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。
以　上

監査等委員会の監査報告
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2025/05/26 13:48:01 / 24178947_株式会社昭文社ホールディングス_招集通知_電子提供措置用

株主優待に関するお知らせ

株主優待に関するお知らせ

　当社では、当社グループの事業についてより深くご理解いただきたく、
株主優待制度として、2025年3月末日現在、100株以上ご所有の株主様に
「昭文社オンラインストア」でご利用いただける3,000円分のクーポンを
進呈いたします。

１．本年の株主優待について
　昭文社が発行するさまざまな出版物をオンラインで購入することが
できるECサイト「昭文社オンラインストア」でご利用いただける
3,000円分のクーポンを進呈いたします。昭文社オンラインストアに
ラインナップされる商品から株主の皆様にお選びいただく方式といた
します。
　優待品のお申し込みWEBページへのアクセス方法、操作方法につき
ましては、対象の株主様へ、本定時株主総会後にお送りいたします決
議通知のお知らせとあわせて別紙にてご案内させていただきます。

２．お申し込み期間について
　本年の優待品お申し込み受付期間は2025年７月１日～2025年8月
31日を予定しております。

３．優待品の発送時期について
　商品の発送はお申込みから１～３か月程度を予定しております。

　その他株主優待に関する詳細につきましては、後日お送りいたします別
紙ご案内をご確認ください。

－ 41 －



2025/05/26 13:48:01 / 24178947_株式会社昭文社ホールディングス_招集通知_電子提供措置用

株主優待に関するお知らせ

保有株式数 継続保有年数 優待内容
変更前 100株以上 ー 3,000円分クーポン

変更後 100株以上 １年以上 3,000円分クーポン

株主優待制度一部変更のお知らせ

　2025年5月22日に発表いたしました「株主優待制度の一部変更に関する
お知らせ」のとおり、株主の皆様に当社株式を中長期にわたり継続的に保
有いただくことを目的に、株主優待制度の一部変更を決定いたしました。

◆変更内容

2027年３月末日を基準日とする株主優待より、株主優待の対象となる株主
様について、毎年3月末日現在の当社株主名簿に記載または記録された100
株以上保有の株主様のうち、継続して1年以上保有する方を対象といたしま
す。

「継続して1年以上保有する株主様」とは、毎年3月末日および９月末日現
在の当社株主名簿において、同一の株主番号で３回以上連続して100株以
上の保有が記載または記録されている株主様といたします。

◆適用開始時期

2027年3月末日を基準日とする株主優待より、変更後の制度を適用いたし
ます。
なお、2025年3月末日基準日、および2026年3月末日基準日の株主様は、
変更前の制度を継続して適用いたします。

以上

－ 42 －
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株主総会会場ご案内図

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

開催日時

2025年6月27日（金曜日）午前10時

開催場所

ホテル グランドアーク半蔵門 4階 富士（東）
東京都千代田区隼町１番１号
　

交通のご案内

東京メトロ半蔵門線
「半蔵門駅」6番出口より徒歩3分

東京メトロ有楽町線
「麹町駅」1番出口より徒歩10分
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お体が不自由な
または障害のある株主様へ
会場には車椅子の方がご利用いただ
ける多目的トイレが設置されていま
すので、ご利用ください。

●

車椅子のサポート、座席やお手洗い
への誘導、受付の筆談サポート等が
必要な場合には、当日スタッフへお
声がけください。

●

ホテルグランドアーク半蔵門

本アンケートは、株式会社プロネクサスの提供する「コエキク」サービスにより実施いたします。
アンケートのお問い合わせ「コエキク事務局」        koekiku@pronexus.co.jp

ご回答いただいた方の中から抽選で薄謝を進呈させていただきます。

株主アンケートにご協力くださいhttps://koekiku.jp

アクセスキー  9475S6Yo


